
意見書案 第２号 

 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善 

を求める意見書 

 

 医療や介護の現場は、慢性的な人手不足のため、働き続けることが困難な状況です。

厚生労働省は、夜勤交替制労働の負担軽減など勤務環境整備を求める通知を発出し、

医療法に勤務環境改善の努力義務が規定され、都道府県に勤務環境改善支援センター

も設置されました。2007 年に改訂された福祉人材確保指針においても、労働者の負

担軽減や介護・福祉の質の確保のための体制作りが重要であるとしています。 

 しかし、依然として、16時間を超える長時間夜勤や休息も出来ない短い勤務間隔、

介護施設などでの１人夜勤など、労働者の健康だけでなく、患者・利用者の安全と尊

厳がおびやかされる実態が改善されていません。労働時間規制を含めた実効ある対策

は、猶予できない緊急の課題です。2007 年の国会決議（夜勤は患者 10人に１人以上、

昼間は患者４人に１人以上など看護職員配置基準の抜本改善、夜勤の月８日以内の規

制など）の早期実現はもちろん、ＩＬＯ看護職員条約・勧告、ＥＵ労働時間指令など

の国際基準に照らした改善が求められます。 

 以上の趣旨から、下記事項について要望します。 

 

１．医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を 

改善すること。 

 ①１日８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保、 

夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること。 

 ②夜勤交替制労働者の労働時間を短縮すること。 

 ③介護施設などにおける１人夜勤を早期に解消すること。 

２．安心・安全の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術職・介護職 

を増員すること。 

３．患者・利用者の負担軽減をはかること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２９年６月１６日 

 

上砂川町議会議長 大 内 兆 春 

 

提出先 内閣総理大臣 厚生労働大臣 財務大臣 文部科学大臣 総務大臣 

  

 

 


